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○平成２９年度保険料率に係る本委員会（平成２８年１２月６日開催）の議論の整理においては、法令上、

黒字基調の場合の協会けんぽの保険料率の設定には裁量の幅があることから、財政の状況について、短

期で考えるか中長期で考えるかは選択の問題であることが確認された。 

○また、近年の協会けんぽの財政状況については、平成２８年度決算において、被保険者数の大幅な増加

や診療報酬のマイナス改定等の制度改正といった一時的要因により４,９８７億円の黒字決算となり、準

備金残高は１兆８,０８６億円、保険給付費等の２.６か月分という状況になっている。 

○一方で、協会けんぽでは、一人あたり保険給付費の伸びが一人あたり標準報酬月額の伸びを上回るとい

う財政の赤字構造が依然として解消しておらず、団塊の世代が後期高齢者となっている２０２５年を見

据えれば、今後高齢者医療費への拠出金が増大することも見込まれる。 

○さらに、平均保険料率を維持した場合と平成３０年度から引き下げた場合の今後の保険料率のシミュ

レーションが事務局から新たに示され、いずれの場合においても、長期的に見た場合の保険料率の上昇

が見込まれ、平成３０年度から保険料率を引き下げた場合には、より早い時期に保険料率を引き上げざ

るを得ない見込みが示された。 

本委員会ではこのような現状を踏まえて議論を行い、以下のような意見があった。 

 第89回全国健康保険協会運営委員会資料  平成30年度保険料率について（案） 

１ 

（理事長） 

～（略）～ 

 今回の議論に当たりましては、先ほどおまとめいただきました資料にもありますとおり、協会の保険料率の

設定には裁量の幅がある中で、より中長期の財政状況も踏まえながらご議論いただけるよう、10年間の収支見

通しをお示しするとともに、委員の皆様からのご提案に基づき、協会を含めた医療保険制度全体の動向や関連

する制度改正についても併せてお示しすることにより、より総合的な観点から丁寧な検討をしていただけたも

のと考えております。 

 委員の皆様からのご意見につきましては、先ほどの資料にもありますとおり、平均保険料率に関して、10％

維持と引き下げの両方のご意見をいただきました。協会といたしましても、それぞれのご意見に説得力があり、

一方で、最終的にはそれらの意見を踏まえた上でいずれかの方針を決定しなければならないことから、非常に

苦渋の決断をしなければならないと考えております。 

 この場をお借りして、これまでのご議論を踏まえた協会としての考え方を述べさせていただけるのであれば、 

 ・医療費の伸びが賃金の伸びを上回るという、依然として残る協会財政の脆弱性 

 ・賃金、加入者数、高額薬剤などの医療費の動向といった不確定要素 

を勘案すれば、協会の保険料率については、昨年も申し上げましたとおり、中長期的に安定的な財政運営を見

通せるとともに、加入者や事業主の皆様、ひいては国民の皆様にとって十分にご理解いただける保険料率とす

る必要があると考えております。 

 また、加入者全体で支え合う「共助」という医療保険の性質や、協会の保険財政運営の持続可能性を考えれ

ば、可能な限り長期にわたって負担の限界である平均保険料率の10％を超えないようにする必要があるという

ことは申し上げるまでもありません。  

１.平均保険料率 

 第８９回全国健康保険協会運営委員会（２９年１２月１９日開催）において、平成３０年度保険料率

に係る議論について以下の通り整理された。  

 本委員会においては、本年９月から４回にわたり、協会の近年の財政状況、５年収支見通しや今後の保険料

率のシミュレーション、医療保険制度全体の動向なども踏まえて議論を行ってきた。また、支部評議会におい

ても同様に議論が行われた。その意見の概要は別紙のとおりである。これらを踏まえ、当委員会における平成

３０年度保険料率に係る議論について、以下のとおり整理する。 

 

○平成２９年度保険料率に係る本委員会の議論の整理においては、法令上、黒字基調の場合の協会けんぽの保

険料率の設定には裁量の幅があることから、財政の状況について、短期で考えるか中長期で考えるかは選択

の問題であることが確認された。 

○また、近年の協会けんぽの財政状況については、平成２８年度決算において、被保険者数の大幅な増加や診

療報酬のマイナス改定等の制度改正といった一時的要因により４,９８７億円の黒字決算となり、準備金残高

は１兆８,０８６億円、保険給付費等の２.６か月分という状況になっている。 

○一方で、協会けんぽでは、一人あたり保険給付費の伸びが一人あたり標準報酬月額の伸びを上回るという財

政の赤字構造が依然として解消しておらず、団塊の世代が後期高齢者となっている２０２５年を見据えれば、

今後高齢者医療費への拠出金が増大することも見込まれる。 

○さらに、平均保険料率を維持した場合と平成３０年度から引き下げた場合の今後の保険料率のシミュレー

ションが事務局から新たに示され、いずれの場合においても、長期的に見た場合の保険料率の上昇が見込ま

れ、平成３０年度から保険料率を引き下げた場合には、より早い時期に保険料率を引き上げざるを得ない見

込みが示された。 

○本委員会ではこのような現状を踏まえて議論を行い、以下のような意見があった。 



  平成３０年度の激変緩和率は７.２/１０に引き上げることで特段の異論はなかった。 

 

  平成３０年４月納付分から変更するということについて、特段の異論はなかった。 ２ 

２．都道府県保険料率を考える上での激変緩和措置 

３．保険料率の変更時期 

【平均保険料率について】 

■ 今後も一人あたり保険給付費の伸びが一人あたり標準報酬月額の伸びを上回る構造は変わらな

いと思われるとともに、また、高齢化に伴い高齢者医療への拠出金の増大も予測されるなか、特

に２０２５年度以降に保険料率を大幅に上げざるをえない状況になるのではないかという懸念が

あることから、長期的スパンで保険財政を考えた方が良く、平均保険料率１０％は維持すべき。 

■ 一度保険料率を引き下げ、数年後に保険料率を引き上げた場合、加入者・事業主が感じる負担

感は非常に大きい。平均保険料率１０％は、限界に近いものがある。 

■ 赤字の健康保険組合が５００以上あり、保険料率１０％以上の健康保険組合も増加する一方で、

協会けんぽが保険料率を引き下げることはバランスを欠く。 

■ 一度保険料率を引き下げても数年間は財政を維持できるようであれば、引き下げを行うべき。 

■ 中小企業の経営を考慮し、準備金が増加していく場合には、少しは保険料率を引き下げる気持

ちがなければいけない。 

■ ５年先１０年先の状況の変化は読みづらいので、引き下げられる時は引き下げ、状況に応じて

引き上げるといった形でもよいのではないか。 

【保険料率を考えるに当たっての留意点について】 

■ 公的医療保険は単年度収支均衡が原則である一方、協会けんぽは国庫補助を受けていることか

ら、その持続可能性や安定的運営を十分考慮する必要がある。 

■ 協会けんぽ発足前には、保険料率の引き下げにより国庫補助が減額されるという事態が起こっ

ているので、保険料率の引き下げは慎重に考えなければならない。 

【平均保険料率について】 

■ 今後も一人あたり保険給付費の伸びが一人あたり標準報酬月額の伸びを上回る構造は変わらないと思われ

るとともに、また、高齢化に伴い高齢者医療への拠出金の増大も予測されるなか、特に２０２５年度以降に

保険料率を大幅に上げざるをえない状況になるのではないかという懸念があることから、長期的スパンで保

険財政を考えた方が良く、平均保険料率１０％は維持すべき。 

■ 一度保険料率を引き下げ、数年後に保険料率を引き上げた場合、加入者・事業主が感じる負担感は非常に

大きい。平均保険料率１０％は、限界に近いものがある。 

■ 赤字の健康保険組合が５００以上あり、保険料率１０％以上の健康保険組合も増加する一方で、協会けん

ぽが保険料率を引き下げることはバランスを欠く。 

■ 一度保険料率を引き下げても数年間は財政を維持できるようであれば、引き下げを行うべき。 

■ 中小企業の経営を考慮し、準備金が増加していく場合には、少しは保険料率を引き下げる気持ちがなけれ

ばいけない。 

■ ５年先１０年先の状況の変化は読みづらいので、引き下げられる時は引き下げ、状況に応じて引き上げる

といった形でもよいのではないか。 

【保険料率を考えるに当たっての留意点について】 

■ 公的医療保険は単年度収支均衡が原則である一方、協会けんぽは国庫補助を受けていることから、その持

続可能性や安定的運営を十分考慮する必要がある。 

■ 協会けんぽ発足前には、保険料率の引き下げにより国庫補助が減額されるという事態が起こっているので、

保険料率の引き下げは慎重に考えなければならない。 

 

  平成３０年度の激変緩和率は７.２/１０に引き上げることで特段の異論はなかった。 

 

  平成３０年４月納付分から変更するということについて、特段の異論はなかった。 



３ 

平成３０年度の保険料率について 
＜支部評議会における主な意見＞ 

意見の概要 

１．３０年度の平均保険料率について 

① 平均保険料率１０％を維持するべきという支部 14 支部 
② ①と③の両方の意見のある支部 19 支部 
③ 引き下げるべきという支部 14 支部 

２．３０年度の激変緩和措置について 

① 激変緩和措置を早期に解消するべきという支部 0 支部 
①と②の両方の意見のある支部 1 支部 

② 激変緩和措置を計画的に解消するべきという支部 35 支部 
②と③の両方の意見のある支部 0 支部 

③ 激変緩和措置の解消を可能な限り緩やかに 8 支部 
  するべきという支部 
その他 （①と③に意見が分かれた支部） １ 支部 

（「意見なし」等が２支部） 

３．保険料率の変更時期について 

４月納付分からの改定が望ましい 45 支部 
 うち、その他の意見もある支部（再掲） 4 支部 

（「意見なし」が２支部あり） 

４．その他 30 支部 

※ 第86回運営委員会（9/14）後に開催された47支部の評議会（10/4～11/6）の中で出された
主な意見として支部から提出されたものを整理した。 



平成３０年度の保険料率について 
＜ 秋田支部評議会における意見内容（平成29年11月8日提出）＞ 

意見の概要 

１．３０年度の平均保険料率について 

○  準備金を取り崩して保険料率を下げてもらいたいと思う一方、景気回復は地方まで届いていない
うえに今後の社会情勢が不透明といった不安要素が多数見られることから、中長期的視点で慎重に
考えると１０％維持もやむを得ない。 

○  今後の人口予想から、高齢化がさらに進み、医療費の上昇も予断を許さない状況が続くと思われ
る。最低限保険料率１０％を維持すべきと考える。 

○  秋田県では従業員が２～３名の小規模事業所が大半であり、人手不足が深刻な状況にある。従業
員確保のためには福利厚生の充実と賃金引き上げを図らなければならず、事業主の負担は増す一方
である。これらの背景を鑑みて、保険料率を下げられるときには下げるべきと考える。 

○  １０％を維持すべきと考える。 

２．３０年度の激変緩和措置について 

○  できるだけ緩やかに上げていただきたい。 

○  法律上、激変緩和措置の解消期限の延長が可能ならば、延ばす方向で検討していただきたい。 

３．保険料率の変更時期について 

○  ４月納付分からでよい。 

４．その他 

○  過去の経験・実績等も大事ではあるが、バブル崩壊等の経験を現在の社会情勢に照らし合わせて
も議論にならない。企業の実態に即した中長期的見通しと対応が必要ではないだろうか。 

○  今後も継続して、国に対して国庫補助率20%への引上げを訴えていただきたい。 
４ 



（理事長） 

 今回の議論に当たり、先ほどの資料１（添付省略）にも記載のとおり、協会の保険料率の設定には裁量の幅

があり、財政状況の期間をどのように考えるかは選択の問題ではあるが、より中長期の財政見通しも踏まえな

がらご議論いただくため、委員の皆様からのご提案に基づき、今回は今後の保険料率のシミュレーションを新

たに提示させていただいた。 

 これを見ると、平均保険料率の10％を維持した場合であっても、中長期的には10％を上回るという大変厳し

い結果となっている。このシミュレーションでは、医療費の伸びが賃金の伸びを上回る財政の赤字構造が続い

ていくことや、団塊の世代が全て後期高齢者となっている2025年度以降も高齢者医療への拠出金が増大してい

くことが前提となっているが、医療費適正化等の保険者努力を尽くしてもなお、こうした前提は現実として直

視せざるを得ない状況にあると考えている。 

 今回、運営委員や各支部の評議員の皆様からの意見では、平均保険料率10％維持と引下げの両方のご意見を

いただいた。従来から平均保険料率10％が負担の限界であると訴えてきており、やはり中長期で見て、できる

限りこの負担の限界水準を超えないようにすることを基本として考えていく必要がある。 

 また、協会けんぽは被用者保険のセーフティネットとしての役割が求められ、それを支えるために、厳しい

国家財政の中でも多額の国庫補助が投入されていることも踏まえれば、加入者や事業主の皆様はもちろんのこ

と、広く国民にとって十分にご理解いただける保険料率とする必要があると考える。 

 第89回全国健康保険協会運営委員会（29年12月19日）議事録（抄）  

５ 

（理事長） 

～（略）～ 

 今回の議論に当たりましては、先ほどおまとめいただきました資料にもありますとおり、協会の保険料率の

設定には裁量の幅がある中で、より中長期の財政状況も踏まえながらご議論いただけるよう、10年間の収支見

通しをお示しするとともに、委員の皆様からのご提案に基づき、協会を含めた医療保険制度全体の動向や関連

する制度改正についても併せてお示しすることにより、より総合的な観点から丁寧な検討をしていただけたも

のと考えております。 

 委員の皆様からのご意見につきましては、先ほどの資料にもありますとおり、平均保険料率に関して、10％

維持と引き下げの両方のご意見をいただきました。協会といたしましても、それぞれのご意見に説得力があり、

一方で、最終的にはそれらの意見を踏まえた上でいずれかの方針を決定しなければならないことから、非常に

苦渋の決断をしなければならないと考えております。 

 この場をお借りして、これまでのご議論を踏まえた協会としての考え方を述べさせていただけるのであれば、 

 ・医療費の伸びが賃金の伸びを上回るという、依然として残る協会財政の脆弱性 

 ・賃金、加入者数、高額薬剤などの医療費の動向といった不確定要素 

を勘案すれば、協会の保険料率については、昨年も申し上げましたとおり、中長期的に安定的な財政運営を見

通せるとともに、加入者や事業主の皆様、ひいては国民の皆様にとって十分にご理解いただける保険料率とす

る必要があると考えております。 

 また、加入者全体で支え合う「共助」という医療保険の性質や、協会の保険財政運営の持続可能性を考えれ

ば、可能な限り長期にわたって負担の限界である平均保険料率の10％を超えないようにする必要があるという

ことは申し上げるまでもありません。  



 

 以上を踏まえ、協会としては、平成30年度の保険料率については10％を維持したいと考える。 

 なお、激変緩和率については、平成31年度末とされた現行の解消期限を踏まえて計画的に解消していく観点

から、平成30年度は10分の7.2として10分の1.4の引き上げを厚生労働省に要望し、保険料率の変更時期につい

ては、平成30年４月納付分からとしたいと考えている。 

 最後に、来年度以降の保険料率についての議論のあり方について、一言申し上げたい。これまで３年間、財

政的に余裕があるという恵まれた、しかし同時に議論が難しい状況において、翌年度の保険料率の議論を行っ

てきたが、先ほども申し上げたとおり、医療費の伸びが保険料のベースとなる賃金の伸びを上回るという財政

の赤字構造や更なる人口高齢化に伴う拠出金の増大は、容易に変わるとは考えられず、このため収支見通しが

大幅に変わるとも考えにくい。 

 保険料率をどれほどのタイムスパン、時間の幅で考えるかは保険者としての裁量の問題、選択の問題である

が、私どもとしては、やはり中期、５年ないし2025年問題と言われている以上、その辺りまで十分に視野に入

れなければならないと考えている。３回目の議論を終えるに当たり、中長期で考えるという立ち位置を明確に

したいと考えている。 

６ 

（理事長） 

 このような観点に加え、本委員会でもご意見をいただきましたが、協会の保険料率の検討を行う際には、医

療保険のセーフティネットとして国庫補助が行われているといった点も考慮し、そのような制度的特性への影

響についても配慮する必要があると考えております。 

 また、協会の準備金については、平成27年度決算で１兆3,100億円、保険給付費等の約1.9カ月分が積み立て

られている状況であり、当委員会におきましてもそうした状況に関して保険料率を引き下げるべきとのご意見

をいただきました。 

 一方、政管健保時代に最も余裕のあった平成４年度の状況を振り返りますと、準備金は１兆4,935億円、保

険給付費等の約3.9カ月分と現在よりも多くの積み立てがなされておりました。 

 しかしながら、バブル崩壊の影響等により、わずか４年後の平成８年度には準備金は半分以下の6,260億円

まで減少し、平成９年度は枯渇する見通しとなりました。このため、平成９年度には制度改正によりこれを回

避しましたが、わずか４～５年で今よりも余裕のあった財政が窮迫したという歴史があったことは忘れてはな

らないと考えており、準備金水準については慎重に見込んでいく必要があると考えております。 

 こうした考え方を総合しますと、協会といたしましては、来年度の保険料率については、平均保険料率10％

を維持したいと考えております。 

 また、激変緩和率については、現行の解消期限（平成31年度末）を踏まえて計画的に解消していく観点から、

10分の5.8とし、10分の1.4の引き上げを厚生労働省に要望したいと思っております。 

 保険料率の変更時期については、平成29年４月納付分からとしたいと考えます。 

② 

③ 

① 



 平均保険料率は10％ 

 激変緩和率は7.2／10 

 ４月納付（３月賦課）分の保険料率から新たな保険料率に変更 

 平成30年度は、平成28年度の各支部の医療給付費等の実績に基づき、新たな保険料率に

見直す（黒字５５百万円、率にして0.008％に相当） 

 

 平成30年度都道府県単位保険料率算定のポイント 

７ 

 （参考）健康保険料率と激変緩和率の推移 

Ｈ20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32～

1 1.5 2 3 4.4 5.8 7.2 8.6 10

/10 /10 /10 /10 /10 /10 /10 /10 /10

  ↑

激変緩和率

21年10月納付分から

10.02 10.06 10.11

秋田支部

健康保険料率

（％）

8.2 8.21 9.37 9.54

2.5

/10

9.59.34 10.00

全国

健康保険料率

（％）

8.2 8.2

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度～ 

全国 
健康保険料率 

（％） 

８.２ ８.２ ９.３４ ９.５ １０.００ 

秋田支部 
健康保険料率 

（％） 

８.２ ８.２１ ９.３７ ９.５４ １０.０２ １０.０６ １０.１１ １０.１６ 

激変緩和率 １/１０ １.５/１０ ２/１０ ２.５/１０ ３/１０ ４.４/１０ ５.８/１０ ７.２/１０ ８.６/１０ １０/１０ 

２１年１０月納付分から 



平成30年度 秋田支部保険料率算定 

８ 

　　・高齢者が多く医療費が高い

　　・報酬が低いので率が高くなる 　調整前 年齢調整 所得調整 激変緩和

△0.44% △0.92% 5.8/10

11.60% ⇒ 11.16% ⇒ 10.24% ⇒ 10.1367%

0.1369% 　　激変緩和後

10.00%
（全国平均）

地域差「0.24」を緩和する率＝5.8/10

0.24×5.8/10=0.1369 10.00+0.1369=10.1367　（激変緩和後の秋田支部保険料率）

10.1367に２７年度決算時の精算分「0.0245」をプラスし、

10.1367+0.0245=10.1612

さらに、特別計上分4,027千円に相当する「0.0006」をプラスし小数点第３位を整理して、

10.1612+0.0006=10.1618

  ≪激変緩和措置≫

≪支部保険料率の決定≫

10.1612%

10.16%

5.24%

4.76% 4.76% 4.76% 4.76%共通保険料率
(後期高齢者支援金、

業務経費等）

保険料率（％）

1.60% 1.16%

支部別医療給付費
による率

0.24% 　地域差　

5.24% 5.24% 5.24%

※ 端数整理のため、計数が整合しない場合がある。 

　・高齢者が多く医療費が高い

　・報酬が低いので率が高くなる 調整前 年齢調整 所得調整 激変緩和

△0.45% △0.91% 7.2/10

11.55% ⇒ 11.10% ⇒ 10.19% ⇒ 10.1345%

0.1346% 　　激変緩和後

全国平均

地域差「0.19」を緩和する率=7.2/10

0.19×7.2/10=0.1346 9.9998（≒10.00%）+0.1346=10.1345
（激変緩和後の秋田支部保険料率）

10.1345に２８年度決算時の精算分55百万円に相当する「-0.008」をプラスし、

10.1345-0.008=

さらに、特別計上分2,191千円に相当する「0.0003」をプラスし小数点第３位を整理して、

10.1265+0.0003=

9.9998%

（≒10.00%）

保険料率（％）

1.55% 1.10%

支部別医療給付費
による率

0.19% 　地域差　

5.17% 5.17% 5.17%

  ≪激変緩和措置≫

≪支部保険料率の決定≫

10.1265%

10.1268%

5.17%

4.83% 4.83% 4.83% 4.83%共通保険料率
(後期高齢者支援金、

業務経費等）

10.13%



平成３０年度 秋田支部保険料率の見通し 

９ 

健康保険料率 介護保険料率（40～64歳） 

１０.１６％ １０.１３％ 

平成２９年度 平成３０年度 

（－０.０３％） 

１.６５％ １.５７％ 

平成２９年度 平成３０年度 

介護保険料（40～64歳） 

[ 月額 ] 

労使折半前 －１９２円 
折半額 － ９６円 

保険料額の減額分 

※（標準報酬月額240千円：               の場合） 

（－０.０８％） 

 介護保険の保険料率については、単年度で収支が均
衡するよう、介護納付金の額を総報酬額で除したもの
を基準として保険者が定めると健康保険法で法定され
ている。 
 30年度は、29年度末に見込まれる剰余分（205億円）
も含め、単年度で収支が均衡するよう1.57％（4月納付
分から変更）とする。 

平成30年度 都道府県単位保険料率算定のとおり 

健康保険 
報酬 240,000円     ×0.05％     =120円 
賞与 240,000円×1.493×0.05％×1/12 =  15円 
合計                  =135円 
 
介護保険 
報酬 240,000円     ×0.07％    =168円 
賞与 240,000円×1.493×0.07％×1/12=  21円 
合計                  =189円 

健康保険料 

[ 月額 ] 

労使折半前 － ７２円   
折半額 － ３６円 

秋田支部の平均標準報酬月額 



１０ 

平成30年度都道府県単位保険料率における 

保険料率別の支部数 
（暫定版） 

保険料率

（％）

10.61 1
10.28 1
10.26 1
10.25 1
10.23 2
10.20 1
10.18 1
10.17 1
10.15 1
10.14 1

秋田支部 10.13 3
10.11 1
10.10 2
10.08 1
10.05 1
10.04 2
10.03 1
10.02 1
10.00 1
9.98 1
9.97 1
9.96 3
9.93 2
9.92 1
9.91 2
9.90 4
9.89 1
9.85 1
9.84 2
9.81 1
9.79 1
9.77 1
9.71 1
9.63 1

支部数

23

23

注 平均保険料率10.00％、激変緩和率10分の7.4として算定 

平成30年度都道府県単位保険料率の 

平成28年度からの変化 
（暫定版） 

料率（％） 金額（円）

＋0.14 ＋196 1

＋0.10 ＋140 1

＋0.09 ＋126 1

＋0.08 ＋112 1

＋0.07 ＋ 98 1

＋0.05 ＋ 70 1

＋0.04 ＋ 56 3

＋0.03 ＋ 42 4

＋0.02 ＋ 28 3

＋0.01 ＋ 14 2

0.00 0 5

▲0.01 ▲ 14 5

▲0.02 ▲ 28 8

秋田支部 ▲0.03 ▲ 42 2

▲0.04 ▲ 56 4

▲0.05 ▲ 70 1

▲0.06 ▲ 84 2

▲0.08 ▲112 2

注１．「＋」は平成30年度保険料率が平成29年度保険料率よりも上がったことを

　　　　示しており、「▲」は下がったことを示している。

　 ２．金額は、標準報酬月額28万円の者に係る保険料負担（月額；労使折半後）

        の増減である。

平成29年度保険料率
からの変化分 支部数

18

24



協会けんぽの収支見込（医療分） 

(単位：億円)

27年度 29年度

直近見込 政府予算案を踏まえた見込

(28年12月) (28年12月)

保険料収入 80,461 84,162 86,784 24-28年度保険料率： 10.00%

国庫補助等 11,815 11,905 11,357 29年度保険料率： 10.00%

その他 142 149 148

計 92,418 96,216 98,289

保険給付費 53,961 55,963 58,386

老人保健拠出金 1 0 0

前期高齢者納付金 14,793 14,885 15,525

後期高齢者支援金 17,719 17,699 18,219

退職者給付拠出金 1,660 1,093 1,125

病床転換支援金 0 0 0

その他 1,832 1,980 2,614

計 89,965 91,621 95,870

2,453 4,595 2,419 29年度均衡保険料率： 9.72%

13,100 17,695 20,113

注) 端数整理のため、計数が整合しない場合がある。

単年度収支差

準備金残高

収入

支出

+ 640
+ 1,160

+ 520

+ 32

○29年度の単年度収支を均衡さ
せた場合の保険料率

28年度

備考
決算

拠出金対前年度比

１１ 



介護保険の平成29年度保険料率について 

介護保険の保険料率については、単年度で収支が均衡するよう、介護納付金の額を総報酬額
で除したものを基準として保険者が定めると健康保険法で法定されている。 

29年度は、28年度末に見込まれる剰余分（202億円）も含め、単年度で収支が均衡するよう
1.65％（4月納付分から変更）とする。 

※ 29年度政府予算案では、介護納付金は9,914億円と前年度比で411億円の増加の見込み。 

（参考） 

健康保険法160条16項 

 介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金（日雇特例被保険者に係るものを除
く。）の額（協会が管掌する健康保険においては、その額から第153条第2項の規定による国庫補助額を
控除した額）を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬
額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。 

 各年度の介護保険料率は、次の算式により得た率を基準として、保険者が定めることとなっ
ている。 
 

 

 介護保険料率 ＝  

介護納付金の額 － 国庫補助額等 

介護保険第2号被保険者（40歳～64歳）の総報酬額総額の見込 

1.58％から29年4月以降に1.65％へ引き上げた場合の29年度の保険料負担の影響（被保険者1人当たり、労使折半
前） 

〔年額〕 2,950 円 （66,586円 → 69,536円）  の負担増 

〔月額〕     246円 （   5,549円 →   5,795円）  の負担増 

（注1） 標準報酬月額を312,333円、賞与月額を年1.493月とした場合の負担を算出したものである。 

（注2） 「年額」は29年度（12か月分）の影響額であり、「月額」については「年額」の影響を12で除したものである。 １２ 



協会けんぽの収支見込（介護分） 

(単位：億円)

27年度 29年度

直近見込 政府予算案を踏まえた見込

(28年12月) (28年12月)

保険料収入 7,498 7,872 8,545 28年度保険料率： 1.58%

国庫補助等 1,471 1,557 1,174 29年度保険料率： 1.65%

その他 0 0 0

計 8,969 9,429 9,719

介護納付金 8,971 9,503 9,914

その他 0 0 0

計 8,971 9,504 9,914

△ 3 △ 75 △ 195

276 202 7

注) 端数整理のため、計数が整合しない場合がある。

準備金残高

収入

支出

⇒ + 411

単年度収支差

28年度

備考
決算

納付金対前年度比

１３ 


